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給・排水設備申請の事務給・排水設備申請の事務給・排水設備申請の事務給・排水設備申請の事務     

申請から検査までの流れ 関 係 書 類 備   考 

   計画確認申請 

給・排水設備計画申込書 P2 誓約事項の確認。 

最終清掃（汲取り）作業実施依頼書 P3 
環境衛生課 環境政策グループへ提出 

浄化槽使用廃止届出書 P4 

給・排水設備等使用申込書(届出書)P8 

太い黒枠は必ず記入すること。 

生年月日の記入は忘れないこと。 

使用区分（井戸水併用の場合） 

散水のみ上水の場合、｢上水は散水の

み｣と記入する。 

確認書 P9 アパート及びこれに準ずる集合住宅。 

井水メーター設置承諾書 P10 

計測器は原則として井戸水等を動力揚

水とし一般家事用以外で次に定めるも

のに取付けるものとする。 

取付対象（病院・飲食店・料理店・生

鮮食品販売店・豆腐製造業・製麺業・

その他の事業場等） 

＊ 計測器は市が貸与し、その取付費は

市が負担する。 

（量水器保管ボックスは施主の負担） 

＊ 流量計で計測する場合は、計測器の

費用及び取付費は事業場が負担する 

給・排水工事原簿 P12,13 

住所・氏名等は正確に記入すること。 

裏面右上に住宅地図（前々年度版以降）

を記入する。 

表面右上の建築確認受理番号(新築,建

替,増築,改築等)建築課にて番号記入。 

飲用井戸調査票  P14 
位置図（住宅地図貼付け） 

わかる範囲内で記入 

計測器設置承認申請書（正・副） 

 （減水メーター）  P15,16 

井戸水等利用で生活排水以外の空調等 

（ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ施設）で下水に流れない分 

＊計測器設置は施主にて自費工事 

私道下水道施設管理承諾書  P17 

私道に取付管を新設する場合に提出す

ること。（私道の土地所有者と下水道新

規利用者が異なる場合に必要） 

市道占用（３部提出） P18 申請と同時に提出・許可２週間程度。 

県道占用（３部提出） P19 申請と同時に提出・許可２週間程度。 

法定外（水面）占用（３部提出） P20 申請と同時に提出・許可３週間程度。 

国道占用（詳細打合せ） 申請と同時に提出・許可１ヶ月程度。 

除害施設 P24,25,26,27,28,29,30 

特定施設 P24,25,26,27 

維持管理ｸﾞﾙｰﾌﾟと事前に打合せする。 

維持管理ｸﾞﾙｰﾌﾟと事前に打合せする。 

  審          査  
（給水：水 道 課・配水設備グループ） 

（排水：下水道課・排水設備グループ） 

  確  認  通  知 給・排水設備計画確認済証 P31 
（給水のみ：配水設備グループ） 

（給・排水：排水設備グループ） 

  工事着手・施工 
＊ 給・排水設備計画確認済証を施工 

  現場に掲示する 

浄化槽・汲取り便槽廃止の場合は、大

垣市から許可を受けている業者に依頼

して最終清掃する。施主には記録表・

完了書を紛失しないようお願いする。 

  工  事  完  了 
給・排水設備工事完了届 P32 

排水設備工事自社完成検査 P33 

給・排水設備工事検査表 P34 

検査予定を事前に施主と市に連絡して

調整する。（検査手数料等） 

給・排水工事原簿の写しを施主に渡す。 

  検          査 最終清掃記録表・最終汲取り完了書 責任技術者は完了検査に立会うこと。 
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上水道　　第４号様式　（第７条関係）

下水道　　第１号様式　（第２条関係）

農集排　　第１号様式　（第２条関係）

（ ） －

（ ） －

人

人

年 月 日

住所 大垣市 町 丁目 番地

申込者

氏名

大垣市長 石　田　　仁 様

１ 給排水設備の設置について関連する諸法規はもちろん大垣市水道及び下水道に

関する一切の条例、規則並びに規程を守ります。

２ 借地、借家並びにその他の土地に対する給排水設備の設置申し込み及び施行に

ついての地主又は家主との関係については、市に一切迷惑をおかけいたしません。

受付年月日 年 月 号

給 ・ 排 水 設 備 計 画 申 込 書 （新設・改造・修繕・撤去）

日

町 丁目

受 付 番 号 第

番地

ふ り が な
職 業

使用者氏名

工 事 施 工 場 所 大垣市

使用者住所 電 話
自 宅

連 絡 先

用 途 家 事 ・ 営 業 ・ そ の 他
工 事 費 一 時 払

人 員
常 住

支 払 区 分 借 入 払 通 勤

工

事

箇

所

区分
炊
事

洗
面

湯
殿

散
水

手
洗

床
排

大
便

小
便

兼
用

洋
風

洗
濯

給水

排水

月 日

工事を依頼する指定工事 （店 ） 業 者名

上記のとおり給排水設備の計画について下記事項を誓約のうえ、申込みします。

使 用 水 源 上水道・井戸水等 着 工 予 定 月 日 完 成 予 定

該当工事に〇を記入

必ず正確に記入のこと

※使用者氏名や使用者住所の漢字の間違えや住所の間違えに注意してください。

※使用者氏名のふりがな、電話番号も漏れがないよう記入してください。
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6005-02（メ） 最終清掃依頼書 

令和  年  月  日 

                様 

発注者        住所（所在地） 

（浄 化 槽管理者） 

（汲取り便槽管理者） 氏名（会社名）                        ㊞ 

                             電話    （   ）    

最終清掃（汲取り）作業実施依頼書 

 次のとおり、浄化槽の最終清掃又は便槽の最終汲取りの実施について発注依頼します。 

最終清掃（汲取り）の必要

理由 

・下水道切替    ・汲取りから浄化槽へ切替   ・浄化槽入替 

・取り壊しのみ   ・その他（                  ） 

 

設置場所 

浄化槽、汲取り

便槽の所在地 

大垣市 発

注

者

と

同

じ 

団体（ビル）等

の名称 

 

フリガナ 

管理者名 

 

                 電話    （   ）    

最終清掃

(汲取り )

を実施す

るし尿設

備 

・浄化槽     

  基 

・最終清掃をするのは、敷地内に有る浄化槽すべて 

・最終清掃をするのは、敷地内に有る浄化槽(   基)のうち、一部 

・汲取り便槽    

 

 槽 

・最終汲取り清掃をするのは、敷地内に有る便槽のすべて 

・最終汲取り清掃をするのは、敷地内にある汲取り便槽(   槽)の

うち、一部 

実 施 依

頼内容 

最終清掃(汲取り)作業

実施をする日 

      年   月   日（   ）・午前  ・午後 

付記事項（                         ） 

解体施工をする業者 

・給・排水設備工事業

者 

・解体工事業者 

・その他（     ） 

所在地 

 

会社名                         ㊞ 

             電話     （   ）     

             FAX     （   ）     

現場責任者 

（日程等を決められる人） 

 

氏名          （所属会社名           ） 

電話・携帯番号   ―  －    （・個人持ち歩きの電話・会社の電話） 

最終清掃（汲取り）料

金支払者の確認 

    （浄 化 槽管理者） 

発注者                         ㊞ 

    （汲取り便槽管理者） 

※ 発注者名及び太ワク内は必ず記入してください。（「・」のか所は、該当の所を○で囲む。） 

便槽が何基もあり、清掃(汲取り)日が異なる場合は、その日ごとに依頼書を作成してください。 

（１）記入後、許可業者に来社又は FAX 送信してください。 

（２）FAX送信された場合は、解体施工する業者の FAXに返信されます。 

（３）この作業実施の受諾押印された依頼書は、市の環境衛生課に提出してください。 

 

＜上記の最終清掃（汲取り）の日取りに変更が生じた場合は、下記営業所に連絡願います。＞ 

※ 

清掃 (汲

取り )業

者 

記入欄 

清掃 (汲取り )

業者の営業所

名 

 

営業所 

電話  （   ） 

FAX  （   ）     

最終清掃 

（汲取り）実施受

諾印 

 

台帳コード  らくらく No,（浄化槽の場合）  

 

この書類は、下水工事申請時または作業実施後に大垣市（環境衛生課）に提出して下さい。 
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様式第一号の三（第九条の五関係） 

浄 化 槽 使 用 廃 止 届 出 書 

年   月   日 

岐阜県知事 殿 

届出者 

 

住所 

 

氏名 

 

（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

浄化槽の使用を廃止したので、浄化槽法第 11 条の３の規定により、次のとおり届け出ま

す。 

１ 設置場所の地名地番  

２ 使用廃止の年月日 年      月      日 

３ 処理の対象 ①し尿のみ ②し尿及び雑排水 

４ 廃止の理由  

※事務処理欄  

（注意） 

１ ※欄には、記載しないこと。 

２ ３欄は、該当する事項を○で囲むこと。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A 列４番とする。 
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下水道に切り替えの際には、 

      浄化槽等の最終清掃が必要です! 
 

浄化槽を下水道等に切り替える際には、浄化槽の最終清掃（浄化槽汚泥の

引き抜き、洗浄等）が必要となります。浄化槽の最終清掃は、市から許可を

受けている業者に依頼し、適切に処理をしてください。 
 

汲取り便槽の使用者が下水道等に切り替える際にも清掃が必要です。便槽
内のし尿汲取りについても、許可業者に依頼してください。 
 

 浄化槽汚泥または汲取り便槽内のし尿を除去することなく地下浸透させる

行為や、水路や下水道に流す行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃

掃法）または大垣市下水道条例に違反しますので、絶対に行わないでくださ

い。処罰の対象になります※１。 
※１廃掃法第１６条違反（不法投棄）５年以下の懲役もしくは１０００万円以下（法人の場合は３億円以下）の罰金 

 

許可業者（浄化槽清掃、一般廃棄物収集・運搬） 

大垣地域           :大垣メンテナンス株式会社   (電話 78-9086） 

墨俣地域           :中央清掃株式会社 墨俣営業所 (電話 62-5266） 

上石津地域（牧田、一之瀬地区）:養清興業株式会社       (電話 32-0586） 

上石津地域（多良、時地区）  :中央清掃株式会社 垂井営業所 (電話 22-0852） 

 

浄化槽の維持管理は最後まで適切に! 
 下水道への接続が見込まれるご家庭において、浄化槽の維持管理をないがしろにされるケースが見

受けられます。浄化槽の管理が不十分な場合、悪臭や河川、水路、側溝等の汚濁原因となり生活環境

を悪化させることとなります。浄化槽法に定められた「３つの義務」（保守点検、清掃、法定検査）を

最後まで守り、浄化槽の適切な維持管理に努めていただきますようお願いします。 

 

         お問い合わせ先:大垣市役所 環境衛生課環境政策グループ 

代表（0584）81-4111（内線 2416） 

直通（0584）47-8574  
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※ 使用者氏名や使用者住所の漢字の間違えや住所の間違えに注意してください。

※ 使用者氏名のフリガナ、電話番号も漏れがないよう記入してください。



確確確確        認認認認        書書書書    
    

    

私は、大垣市上水道給水装置及び大垣市下水道私は、大垣市上水道給水装置及び大垣市下水道私は、大垣市上水道給水装置及び大垣市下水道私は、大垣市上水道給水装置及び大垣市下水道排水設備の使用に排水設備の使用に排水設備の使用に排水設備の使用につきつきつきつき、次の事項を遵、次の事項を遵、次の事項を遵、次の事項を遵

守守守守します。します。します。します。    

    

    

１１１１    私が管理（所有）するアパート等において、私が管理（所有）するアパート等において、私が管理（所有）するアパート等において、私が管理（所有）するアパート等において、大垣市上水道及び下水道（以下「上下大垣市上水道及び下水道（以下「上下大垣市上水道及び下水道（以下「上下大垣市上水道及び下水道（以下「上下

水道」という。）の使用を開始しようとする水道」という。）の使用を開始しようとする水道」という。）の使用を開始しようとする水道」という。）の使用を開始しようとする時時時時はははは、開始届を遅滞なく提出します、開始届を遅滞なく提出します、開始届を遅滞なく提出します、開始届を遅滞なく提出します。。。。    

    

２２２２    私が私が私が私が管理（所有）するアパート等において、管理（所有）するアパート等において、管理（所有）するアパート等において、管理（所有）するアパート等において、上下水道の使用を休止しようとする時上下水道の使用を休止しようとする時上下水道の使用を休止しようとする時上下水道の使用を休止しようとする時

は、遅滞なく休止は、遅滞なく休止は、遅滞なく休止は、遅滞なく休止届を提出します届を提出します届を提出します届を提出します。。。。    

    

３３３３    私が管理（所有）するアパート等において、上下水道の私が管理（所有）するアパート等において、上下水道の私が管理（所有）するアパート等において、上下水道の私が管理（所有）するアパート等において、上下水道の使用者が変わる使用者が変わる使用者が変わる使用者が変わる時は、時は、時は、時は、名義名義名義名義

変更届を遅滞なく変更届を遅滞なく変更届を遅滞なく変更届を遅滞なく提出提出提出提出します。します。します。します。    

    

４４４４    私が管理（所有）するアパート等において、入居者の無届転居があった場合は私が管理（所有）するアパート等において、入居者の無届転居があった場合は私が管理（所有）するアパート等において、入居者の無届転居があった場合は私が管理（所有）するアパート等において、入居者の無届転居があった場合は、速、速、速、速

やかに市にやかに市にやかに市にやかに市に届出届出届出届出ます。ます。ます。ます。    

    

５５５５    私が管理（所有）するアパート等において、上下水道の料金（使用料）に滞納があ私が管理（所有）するアパート等において、上下水道の料金（使用料）に滞納があ私が管理（所有）するアパート等において、上下水道の料金（使用料）に滞納があ私が管理（所有）するアパート等において、上下水道の料金（使用料）に滞納があ

る場合は、市が行う滞納整理業務に協力します。る場合は、市が行う滞納整理業務に協力します。る場合は、市が行う滞納整理業務に協力します。る場合は、市が行う滞納整理業務に協力します。    

    

    

    

大大大大    垣垣垣垣    市市市市    長長長長    様様様様    

    

令和令和令和令和        年年年年        月月月月        日日日日    

                                                                                    住住住住    所所所所    

アパート等管理人アパート等管理人アパート等管理人アパート等管理人        氏氏氏氏    名名名名                                                    印印印印    

                                    ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    

    

管理（所有）する家屋管理（所有）する家屋管理（所有）する家屋管理（所有）する家屋等等等等の所在地の所在地の所在地の所在地    

大垣市大垣市大垣市大垣市                町町町町            丁丁丁丁目目目目            番地番地番地番地            棟棟棟棟        戸分（戸分（戸分（戸分（        号～号～号～号～        号）号）号）号）    

（家主（家主（家主（家主））））    

 アパートおよびこれに準ずる集合住宅の工事原簿を申請する場合に必要となります。 

 日付も忘れず記入のこと 

 押印は必要となります 

5653
タイプライタ
9



課　　長
本書のとおり、

月 井水メーターを

設置してよろし

いか。

日

　配置図（メーター付近） 　　 　Ｎ 　位置図 　　　　　 　　Ｎ

　設置メーター口径φ　　　㎜（直読・遠隔L=  　　  m） 　　　　　ページ

　上記のとおり、井水メーターを設置する事について承諾します。

　　  令 和　　 　年 　　　月　　　 日

         大 垣 市 長　　石  田　 仁　様

設置場所

使用者 住所

氏名 　　　　　㊞

注意書き

施工業者

注意書き
　　　　　　　（法人の場合または本人が自署しない場合のみ、押印が必要です）

　　㊞

井 水 メ ー タ ー 設 置 承 諾 書

主　　幹 担　　当

　　　　　　　（法人の場合または本人が自署しない場合のみ、押印が必要です）

井戸水利用の店舗 ・ 事業所等の新築および下水切り替えについては、

井水メーターの設置を原則とします。

また、井水メーターを設置していない店舗 ・ 事業所等の改造工事についても、

改造工事内で可能であれば設置をお願いします。

・ 井戸水利用の店舗 ・ 事業所等の新築および下水切り替えについては、

井水メーターの設置を原則とします。

・ 井水メーターを設置していない店舗 ・ 事業所等の改造工事についても、

改造工事内で可能であれば設置をお願いします。

・ 井戸メーターを設置する場合は、「井水メーター設置承諾書」を提出して下さい。

押印については
下記の注意書きを確認すること
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年 月 日

請 負 者
　

住　　所

町 氏　　名 印

電　　話

担 当 者

新 メ ー タ ー 指 示 数 確 認 記 録 表 （直読式 １回 ・ 遠隔式 ２回）
回
初期

1

2

メーカー確認欄（遠隔式の場合のみ記入）
確認欄 メーカー名

　結線確認

　読取器の設定・調整 電　　　話

　確認年月日　　令和　　　年　　月　　日 担  当  者 印

※ 印は市記入欄

※ 下 ―

※ φ ㎜

※ 下 ―

φ ㎜

※ 特記事項

遠隔

方 書 き

使 用 者 氏 名

電 話

直読
使 用 者 番 号 口径 遠隔

通 知 書 番 号
新メーター

番号 直読

設 置 場 所 口径

（２）　本体・読取器・配線の接続箇所の写真
(注）　選択箇所はいずれかを丸で囲んでください

前 回 設 置 年 度 平成　　　　　年度
旧メーター

番号

旧減水メー ター の指 示数 （遠隔式の場合は読取器の指示数） ｍ３

添付書類 (遠隔式の場合）
（１）　配管図・配線図・接続部詳細図の完成図

※初期値は計測器受取り時の値。1回目は取付け約1週間後、2回目は約2週間後の値を記入する。

旧 メ ー タ ー 取 替 時 指 示 数 記 録 表
旧 メ ー タ ー の 指 示 数 （遠隔式の場合は読取器の指示数） ｍ３

R 年 月 日 ｍ３ ｍ３

R 年 月 日 ｍ３ ｍ３

読 取 器 単 位
R 年 月 日 ｍ３ ｍ３

をしましたので報告します。
遠隔式 取替

実 施 日
井
　
水

本　体 読 取 器 単 位
減
　
水

本　体

番地

事 業 所 名

次のとおり
直読式

井水（下水）メーターの
新設

大 垣 市 長　　石 田　 仁　様

工 事 番 号 令和　　　年度 第　　　　　号

工 事 場 所 大垣市 丁目

令 和

井 水 （下水） メ ー タ ー
新設

実 施 報 告 書
取替

井水メーターを設置した場合は、実施報告書を提出してください。井水メーターを設置した場合は、必ず実施報告書を提出してください。

押印は必要となります

自署の場合のみ、押印は不要となります
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第
５

号
様

式
（

第
７

条
関

係
）

第
２

号
様

式
（

第
２

条
関

係
）

第
２

号
様

式
（

第
２

条
関

係
）

 ㊞  ㊞

町
丁
目

番
地

町
丁
目

番
地

区
分

工

種

箇
種

所
別

注
意

書
き

注
意

書
き

注
意

書
き

注
意

書
き

宅 地 分

(
注

)
 
法

人
の

場
合

ま
た

は
本

人
が

自
署

し
な

い
場

合
の

み
、

押
印

が
必

要
で

す
。

(
注

)
 
法

人
の

場
合

ま
た

は
本

人
が

自
署

し
な

い
場

合
の

み
、

押
印

が
必

要
で

す
。

(
注

)
 
法

人
の

場
合

ま
た

は
本

人
が

自
署

し
な

い
場

合
の

み
、

押
印

が
必

要
で

す
。

(
注

)
 
法

人
の

場
合

ま
た

は
本

人
が

自
署

し
な

い
場

合
の

み
、

押
印

が
必

要
で

す
。

㊞
 
(
注
)

㊞
 
(
注
)

㊞
 
(
注
)

㊞
 
(
注
)

給
・

排
水

工
事

原
簿

の
写

し
を

申
込

者
に

渡
す

こ
と

。
※

印
は

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。数
量

公 道 分

名
称

㊞
 
(
注
)

㊞
 
(
注
)

給
水

装
置

の
検

査
手

数
料

に
つ

い
て

は
、

大
垣

市
水

津
事

業
給

水
条

例
及

び
大

垣
市

水
道

条
例

給
水

条
例

施
行

規
則

、
ま

た
は

大
垣

市
簡

易
水

道
の

管
理

に
関

す
る

条
例

が
契

約
内

容
と

な
り

ま
す

。

排
水

設
備

の
検

査
手

数
料

に
つ

い
て

は
、

大
垣

市
下

水
道

条
例

及
び

大
垣

市
下

水
道

条
例

施
行

規
則

、
ま

た
は

大
垣

市
農

業
集

落
排

水
処

理
施

設
及

び
小

規
模

集
合

排
水

処
理

施
設

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
及

び
大

垣
市

農
業

集
落

排
水

処
理

施
設

及
び

小
規

模
集

合
排

水
処

理

施
設

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
が

内
容

と
な

り
ま

す
。

排
水

廃
止

年
月

日
※

年
月

日
給

水

排
水

検
査

立
会

者
洗 濯

給
水

排
水

湯 沸

給
水

備
考

排
水

給
水

給
水

排
水

検
査

員
※

洋 風

給
水

排
水

備
考

排
水

小 便

給
水

排
水

工 事 検 査

検
査

年
月

日
※

年
月

日
兼 用

・
無

床 排

給
水

排
水

 
最

終
（

清
掃

・
汲

取
り

）
作

業
実

施
依

頼
書

提
出

済
最

終
（

清
掃

・
汲

取
り

）
作

業
実

施
依

頼
書

提
出

済
最

終
（

清
掃

・
汲

取
り

）
作

業
実

施
依

頼
書

提
出

済
最

終
（

清
掃

・
汲

取
り

）
作

業
実

施
依

頼
書

提
出

済
大 便

給
水

井
戸

水
等

メ
ー

タ
ー

有
・

無
手 洗

給
水

排
水

除
害

施
設

有

排
水

受
益

者
負

担
金

※
完
　
納

・
未
　
納

散 水

給
水

排
水

浄
 
化
 
槽

洗 面

給
水

排
水

水
洗
便
所
等
改
造
資
金
融
資
あ
っ
せ
ん

有
・

無
湯 殿

給
水

単
位

確
認

番
号

※

下
水

道
供

用
開

始
区

域
内

・
外

炊 事

給
水

数
量

単
位

名
称

形
状

寸
法

増 設

変 更

撤 去

既 設

給
水

装
置

使
用

材
料

確
認

年
月

日
※

年
月

日
新 設

増 設

変 更

撤 去

既 設

形
状

寸
法

※

新 設

従
前

の
便

所
状

況
汲
 
取
 
り

・

完
工

排
水

給
水

工
事

円
排

水
工

事
円

氏
名

設 計 審 査

受
付

年
月

日
※

年
月

日
設

計

委
任
者
氏
名

住
所

土
地

所
有

者

工
事

区
分

修
繕

撤
去

工
事

区
分

修
繕

撤
去

※
検

査
手

数
料

（
）

－
維

持
管

理
を

市
に

委
任

し
ま

す
。

給
水

設
備

新
設

改
造

排
水

設
備

新
設

改
造

家
族
、
同
居
人
等
の
合
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人

備
考

上
水
道
の
み
　
・
　
井
戸
水
の
み
　
・
　
併
用

住
所

建
物

の
使

用
内

容
一

般
住

宅
・

店
舗

・
事

務
所

（
）

家
屋

所
有

者

本
給

水
工

事
、

完
了

後
配

水
管

か
ら

止
水

栓
ま

で
の

給
水

管
の

氏
名

使
用

者
の

電
話

番
号

給
水

装
置

工
事

主
任

技
術

者
ふ

り
が

な

申
込

者
氏

名
条

例
第

１
７

条
の

規
定

に
よ

り
一

切
の

責
任

を
負

い
ま

す
。

排
水

設
備

工
事

責
任

技
術

者

年
月

日
保
管
者
氏
名

使
用

者
の

人
数

料
金

種
別

一
般
用
・
公
衆
浴
場
用
・
消
防
用

下
水

道
排

水
設

備
指

定
工

事
店

検
針
・
徴
収

各
戸

・
一

括

申
込

者
住

所
町

丁
目

番
地

上
記

メ
ー

タ
ー

の
保

管
に

つ
い

て
は

、
大

垣
市

水
道

事
業

給
水

口
径

メ
ー

タ
ー

番
号

ふ
り

が
な

使
用

者
氏

名
φ

㎜

使
用

種
別

既
設

・
新

設
・

仮
設

設
置

場
所

町
丁
目

番
地

メ
ー

タ
ー

保
管

証

使
用

者
住

所
町

丁
目

号
農

集
排

指
定

給
水

装
置

工
事

事
業

者

上
水

道

上
水

道
給
 
・
 
排
　
　
　
水
　
　
　
工
　
　
　
事
　
　
　
原
　
　
　
簿

建
築

確
認

受
理

第

種
別

番
地

メ
ー

タ
ー

が
複

数
の

場
合

一
覧

表
を

貼
付 記
入

欄
を

間
違

え
な

い

ゴ
ム

印
・
記

入
例

（
環

境
衛

生
課

で
押

印
）

施
工

基
準

を
参

照
に

必
ず

記
入

大
垣

地
区

は
オ

レ
ン

ジ
色

、
上

石
津

地
区

は
緑

色
、

墨
俣

地
区

は
ピ

ン
ク

色
の

用
紙

を
使

用
す

る
こ

と

検
査

の
際

に
サ

イ
ン

す
る

た
め

、
記

入
し

な
い

既
設

の
場

合
で

も
必

ず
記

入
（
た

だ
し

、
井

水
の

み
の

場
合

は
記

入
の

必
要

な
し

）

建
築

課
で

記
入

し
て

も
ら

う
こ

と

複
数

の
場

合
は

代
表

者
と

し
て

よ
い

大
垣

市
に

登
録

し
て

あ
る

名
称

を
記

入
あ

わ
せ

て
連

絡
先

（
携

帯
電

話
可

）
も

記
入

大
垣

市
に

登
録

し
て

あ
る

技
術

者
と

す
る

（
登

録
の

有
効

期
間

（
５

年
）
に

注
意

）

※
以

外
の

欄
は

必
ず

記
入

、
該

当
す

る
内

容
を

○
で

囲
む

・
下

水
道

供
用

開
始

区
域

内
・

外
に

○
を

記
入

・
従

来
の

便
所

状
況

汲
取

り
・

浄
化

槽
に

○
を

記
入

（
浄

化
槽

な
ら

ば
、

単
独

か
合

併
が

判
断

で
き

る
よ

う
に

）

・
水

洗
便

所
等

改
造

資
金

融
資

あ
っ

せ
ん

有
・

無
に

〇
を

記
入

・
井

戸
水

等
メ

ー
タ

ー
有

・
無

に
〇

を
記

入

・
除

害
施

設
有

・
無

に
○

を
記

入

必
ず

正
確

に
記

入

工
事

内
容

に
〇

を
記

入

新
築

・
建

替
・
増

築
の

場
合

、
備

考
欄

に
記

載

該
当

内
容

に
〇

を
記

入

技
術

者
の

押
印

は
不

要

(注
) 

の
押

印
に

つ
い

て
は

下
記

の
注

意
書

き
を

確
認

す
る

こ
と

※
氏

名
や

住
所

の
漢

字
の

間
違

え
、

住
所

の
間

違
え

に
注

意
し

て
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

※
氏

名
の

ふ
り

が
な

、
電

話
番

号
も

漏
れ

が
な

い
よ

う
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

※
使

用
者

の
人

数
も

忘
れ

ず
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
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Ｎ
Ｎ

メ
ー

タ
ー

交
付

給
水

新
設

分
は

青
色

実
線

、
既

設
分

は
青

色
点

線
、

排
水

新
設

分
は

赤
色

実
線

、
既

設
分

は
赤

色
点

線
、

井
水

は
緑

色
実

線
で

図
示

す
る

こ
と

。

住
宅

地
図

の
ペ

ー
ジ

を
書

く

【
例

】
　

住
宅

地
図

 P
1
2
0
-
C

-
3
 

受
付

企 画 経 営 課

 ・
「
排

水
設

備
設

計
施

工
基

準
（
大

垣
市

）
」
の

ほ
か

、
「
下

水
道

排
水

設
備

指
針

と
解

説
（
日

本
下

水
道

協
会

発
行

）
」

 　
お

よ
び

「
排

水
設

備
責

任
技

術
者

ハ
ン

ド
ブ

ッ
ク

（
日

本
下

水
道

協
会

岐
阜

県
支

部
発

行
）
」
に

規
定

さ
れ

て
い

る
 　

技
術

上
の

基
準

に
従

う
こ

と
。

地
　

　
図

　
　

落
　

　
し

供
用

開
始

昭 平 令
年

度
入

力

上
水

下
水

住
宅

地
図

 P
．

○
○

－
○

－
○

　
 上

が
北

を
基

本
　

（
変

わ
る

場
合

は
必

ず
方

位
を

記
入

）
で

き
る

だ
け

新
し

い
住

宅
地

図
を

使
用

課
　

　
　

長
課

　
　

　
長

主
　

　
　

幹
主

　
　

　
幹

 ※
設

計
図

の
作

成
に

あ
た

っ
て

は
、

 ・
下

水
道

法
・
建

築
基

準
法

・
そ

の
他

、
関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こ
と

。
 

係
係

企 画 経 営 課

 （
既

設
取

付
管

）
　

境
界

か
ら

の
距

離
工

事
箇

所
を

赤
色

で
着

色

 （
新

設
取

付
管

）
　

下
流

の
マ

ン
ホ

ー
ル

か
ら

の
距

離
（
前

々
年

度
以

降
ま

で
）

 排
水

 （
新

設
分

：
赤

色
実

線
 ・

 既
設

分
：
赤

色
点

線
）

 給
水

 （
新

設
分

：
青

色
実

線
 ・

 既
設

分
：
青

色
点

線
）

 給
水

系
統

図
は

井
水

で
も

記
入

　
（
井

水
：
緑

色
）

 排
水

先
を

必
ず

記
入

　
（
本

管
 ・

 補
助

管
）

係
係

係

下 水 道 課

課
　

　
　

長
課

　
　

　
長

課
　

　
　

長
課

　
　

　
長

 図
示

を
間

違
い

な
い

よ
う

に
記

入
主

　
　

　
幹

主
　

　
　

幹
主

　
　

　
幹

主
　

　
　

幹

係

設
計

審
査

冊
番

号
N

o
工

事
検

査

水 道 課

下 水 道 課

給
 
・
 
排
　
　
　
水
　
　
　
工
　
　
　
事
　
　
　
原
　
　
　
簿

給
排

水
原

簿
N

o
水 道 課

【
例

】

大
垣

市
水

道
事

業
者

様

今
回

私
が

施
工

す
る

給
排

水
工

事
に

お
い

て
、

既
設

の
給

水
管

（
公

道
分

φ
13

m
m

）及
び

メ
ー

タ
ー

（
φ

1
3
m

m
）
を

使
用

す
る

あ
た

り
水

量
不

足
が

生
じ

て
も

、
市

水
道

事
業

者
に

は
一

切
苦

情
は

言
い

ま
せ

ん
。

令
和

年
月

日
氏

名
印

既
設

口
径

φ
1
3
m

m
取

出
管

を
使

用
す

る
と

き
は

、

下
記

の
文

章
を

右
下

に
記

入
の

こ
と

。

大
垣

地
区

は
オ

レ
ン

ジ
色

、
上

石
津

地
区

は
緑

色
、

墨
俣

地
区

は
ピ

ン
ク

色
の

用
紙

を
使

用
す

る
こ

と

5653
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水 源 の 種 類

塩素消毒の実施

井 戸 等 の 種 類

給 水 対 象 人 口

（ 給 水 対 象 ）

住宅地図

番 号

井戸等の設置者

設 置 場 所

水 道 給 水 区 域

業務用飲用井戸

一般飲用井戸

実施・不実施 非常用電源の有無

個人住宅・寄宿舎・社宅・集合住宅・その他（ ）

官公庁 ・ 学校 ・ 病院 ・ 店舗 ・ 工場 ・ その他 （ ）

別 紙 様 式

人 （　　　　　　　　　　戸）

浅井戸 （ ｍ ） ・深井戸 （ ｍ ） ・表流水 ・伏流水 ・湧水

調査年月日 令 和 年 月 日 調 査 者

Tel

水質検査 （過去一年以内）

ページ

飲　用　井　戸　調　査　票

実施・不実施

水道加入 （水道給水区域内の場合）加入・非加入区域内（水道名： ）・外

有 ・ 無

Ｎ

5653
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上
記

の
申

請
事

項
に

つ
い

て
、

別
記

条
件

を
付

し
て

承
認

す
る

。

年
月

日

大
垣

市
長

㊞

承
認

書

申
請

者
住

所

氏
名

承
認

番
号

㊞
　

　
(注

)

（
法

人
の

場
合

ま
た

は
本

人
が

自
署

し
な

い
場

合
の

み
、

押
印

が
必

要
で

す
）

注
意

書
き

　

大
垣

市
長

　
　

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 様

責
任

者
職

氏
名

業
務

の
種

類

添
付

書
類

（
１

）
計

測
器

の
品

名
・
形

式
性

能

　
 公

共
下

水
道

に
排

除
し

な
い

水
量

又
は

公
共

下
水

道
に

排
除

す
る

汚
水

量
計

測
の

た
め

、
上

記
の

　
 な

お
、

御
承

認
の

上
は

、
大

垣
市

下
水

道
条

例
、

同
施

行
規

則
及

び
関

係
法

令
並

び
に

承
認

条
件

を

遵
守

す
る

こ
と

を
確

約
し

ま
す

。

年
月

日

（
２

）
取

付
場

所
・
方

法
等

（
３

）
そ

の
他

と
お

り
計

測
器

を
設

置
し

た
い

の
で

、
承

認
下

さ
る

よ
う

申
請

し
ま

す
。

事
業

所
所

在
地

大
垣

市
　

　
　

　
　

　
　

町
　

　
　

　
丁

目
　

　
　

　
　

番
地

（
２

）
計

測
器

の
検

定
期

限
前

で
あ

っ
て

も
異

常
が

生
じ

た
と

き
は

、
速

や
か

に
修

理
し

、
検

定
を

受
け

る
こ

と
。

名
称

（
３

）
計

測
器

に
異

常
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
月

の
排

除
汚

水
量

は
、

市
に

お
い

て
認

定
す

る
。

正
下

水
道

　
第

１
２

号
様

式
（
第

１
９

条
関

係
）

計 計計計
測 測測測

器 器器器
設 設設設

置 置置置
承 承承承

認 認認認
申 申申申

請 請請請
書 書書書

承
認

条
件

（
１

）
計

測
器

の
検

定
期

限
を

守
る

こ
と

。

(注
) 
の

押
印

に
つ

い
て

は
下

記
の

注
意

書
き

を
確

認
す

る
こ

と
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水
道

部
下

水
道

課

大
垣

市
長

　
　

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 様

　
上

記
申

請
書

に
対

し
、

別
記

条
件

を
下

水
道

課
長

主
幹

申
請

者
住

所

氏
名

発
議

年
月

日

（
法

人
の

場
合

ま
た

は
本

人
が

自
署

し
な

い
場

合
の

み
、

押
印

が
必

要
で

す
）

㊞
　

　
(注

)

注
意

書
き

　

担
当

付
し

て
承

認
す

る
こ

と
と

し
て

よ
ろ

し
い

か
。

申
請

承
認

回
議

書
決

裁
年

月
日

発
送

年
月

日

決
裁

欄

部
長

企
画

経
営

課
長

主
幹

担
当

　
 公

共
下

水
道

に
排

除
し

な
い

水
量

又
は

公
共

下
水

道
に

排
除

す
る

汚
水

量
計

測
の

た
め

、
上

記
の

　
 な

お
、

御
承

認
の

上
は

、
大

垣
市

下
水

道
条

例
、

同
施

行
規

則
及

び
関

係
法

令
並

び
に

承
認

条
件

を

遵
守

す
る

こ
と

を
確

約
し

ま
す

。

年
月

日

と
お

り
計

測
器

を
設

置
し

た
い

の
で

、
承

認
下

さ
る

よ
う

申
請

し
ま

す
。

（
３

）
そ

の
他

事
業

所
所

在
地

大
垣

市
　

　
　

　
　

　
　

町
　

　
　

　
丁

目
　

　
　

　
　

番
地

（
２

）
計

測
器

の
検

定
期

限
前

で
あ

っ
て

も
異

常
が

生
じ

た
と

き
は

、
速

や
か

に
修

理
し

、
検

定
を

受
け

る
こ

と
。

名
称

（
３

）
計

測
器

に
異

常
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
月

の
排

除
汚

水
量

は
、

市
に

お
い

て
認

定
す

る
。

責
任

者
職

氏
名

業
務

の
種

類

添
付

書
類

（
１

）
計

測
器

の
品

名
・
形

式
性

能
（
２

）
取

付
場

所
・
方

法
等

副
下

水
道

　
第

１
２

号
様

式
（
第

１
９

条
関

係
）

計 計計計
測 測測測

器 器器器
設 設設設

置 置置置
承 承承承

認 認認認
申 申申申

請 請請請
書 書書書

承
認

条
件

（
１

）
計

測
器

の
検

定
期

限
を

守
る

こ
と

。

(注
) 
の

押
印

に
つ

い
て

は
下

段
の

注
意

書
き

を
確

認
す

る
こ

と
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私道私道私道私道下水道施設下水道施設下水道施設下水道施設管理管理管理管理承諾書承諾書承諾書承諾書    

 

 

 私（以下｢甲｣という。）が所有する次の土地に、下水道施設を埋設し、大垣市   

（以下｢乙｣という。）に引渡しを行うに当り、次の事項を承諾します。 

 

 

１．当該施設及び当該施設に係る土地の占用は、無償とする。 

 

２．当該施設の維持管理は、乙が行う。 

 

３．当該施設の維持管理に支障がないよう協力する。 

 

４．当該施設の上部には、建築物、工作物等の建設及び設置をしない。 

 

５．当該施設の廃止又は変更をするときは、乙の承認を得たうえで、当該廃止又は 

  変更の原因者の負担において行う。 

 

６．本承諾書に基づく承諾事項を相続人その他の一般承継人に承継する。 

 

７．このほか記載のない事項については甲、乙協議のうえ、決定する。 

    

  年  月  日 

 

（甲）土地所有者等 

 

  住 所 

 

氏 名             ㊞ 

 

（乙）大垣市長 石 田  仁 様 

土地の所在 地 番 登記地目 地積(㎡) 所 有 者 等 権利の種類 

      

      

      

 

押印は押印は押印は押印は必要必要必要必要ですですですです    
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新
規 

更
新 

変
更 

（番号） 

     年  月  日  

道 路 占 用 
許 可 申 請 

書 
 協    議 

下 水 第     号 

令和  年  月  日 

大垣市長  石 田  仁 様 

                           〒 503-8601       （自署又は押印） 

                      住 所  大垣市丸の内２丁目２９ 

                      氏 名  大垣市長  石 田  仁   ㊞ 

                      担当者  水道部下水道課 

                      T E L  ８１－４１１１（内線 ２５９２） 

 

 道路法 
第３２条 

の規定により 
許可を申請 

します。 
第３５条 協   議 

 

占 用 の 目 的   下水道取付管布設 

占 用 の 場 所  

路線名  1234 ○○○○号線 車道 ・ 歩道 ・ その他 

場 所  大垣市 ○○町○丁目○○番地先 

占 用 物 件 

№ 名    称 規  模 数  量 

1 塩化ビニール管 VUφ100 L=○○ｍ 

    

    

占 用 の 期 間 
 令和 ○ 年 ○○月 ○○日から 

 令和 ○ 年 ○○月 ○○日まで   10年間 

占用物件 

の 構 造 
占用物件と同じ 

工 事 の 期 間 
 令和 ○ 年 ○○月 ○○日から 

 令和 ○ 年 ○○月 ○○日まで  ○日間 

工事実施 

の 方 法 
開削工法 

道路の復旧方法  原形復旧 添付書類 
位置図、平面図、横断図、断
面図、公図(写)、土地利用計
画図、現況写真 

備考     （施  主）                   （施工業者） 

大垣市○○町○丁目○○番地            大垣市○○町○丁目○○番地 

○○ ○○                    (株)○○○○ 

電話 ○○○○-○○-○○○○            電話 ○○○○-○○-○○○○  

許可してよろしいか 

建設部長 次  長 道 路 課 管 理 課 
受付  ・  ・ 

課 長 主 幹 担当 課 長 主 幹 担当 

      
  管第    号 

回答  ・  ・ 

合議  
決裁  ・  ・ 

申請部数申請部数申請部数申請部数    下水下水下水下水    3333 部提出部提出部提出部提出    
記記記記    入入入入    例例例例        

※既設を閉塞する場合は、 

道路占用廃止届を提出すること 
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第３号様式（第３条関係）  

許可申請 
道路占用      書  

協  議 

下 水 第    号 

令和  年  月  日 

土木事務所長 様                〒 503-8601 

住所 大垣市丸の内２丁目２９ 

 

氏名 大垣市長 石田 仁 

担当者 水道部下水道課 

ＴＥＬ 0584-81-4111（内線 2592） 

                             E-Mail 

第32条      許可を申請 

道路法    の規定により     します。 

第35条      協   議 

占用の目的  下水道事業 下水道取付管布設工事 

占用の場所 

路線名 県道 〇〇〇〇〇線 車道・歩道・その他 

場 

所 
 大垣市 〇〇 町 ○ 丁目 〇〇 番地先 

占 用 物 件 

名  称 規  模 数  量 

ＶＵ φ１００ｍｍ Ｌ＝○．○ｍ 

占用の期間 

令和○年○○月許可日から 

        １０年間 

令和○年○○月○○日まで 

占用物件 

の 構 造 
 占用物件と同じ 

工事の期間 

令和○年○○月許可日から 

         ○日間 

令和○年○○月○○日まで 

工事実施 

の 方 法 
 開 削 工 法 

道 路 の 

復 旧 方 法 
原 形 復 旧 添付書類 

 位置図、平面図、横断図 

断面図、現況写真 

備 考                                       （施工業者） 

                           大垣市○○町〇丁目○○番地 

                                                   (株) ○ ○ ○ ○ 

                                               TEL ○○○○-○○-○○○○ 

記載要領 

１ 「許可申請 「第32条   「許可を申請   

協    議」、 第35条」      協      議」 

 

については、該当するものを○で囲み、更親、変更の場合には、従前の許可書又は回答書の 

 

号及び年月日を記載すること。 

３ 申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地、「氏名」の欄には名称及び代表者の氏

名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。 

４ 「場所」の欄には、地番まで記載すること。占用が２以上の地番にわたる場合には、起点と終点を記載するこ

と。「車道・歩道・その他」については、該当するものを○で囲むこと。 

５ 変更の許可申請にあつては、関係する欄の下部に変更後のものを記載し、上部に変更前のものを（ ）書きす

ること。 

６ 「添付書類」の欄には、道路占用の場所、物件の構造等を明らかにした図面その他必要な書類を添付した場合 

に、その書類名を記載すること。 

新

規 
更

新 
変

更 
 

年 月 日 

新 

規 

更 

新 

変 

更 

及び については、該当するものを○で囲むこと。 

記記記記    入入入入    例例例例    

 申請部数申請部数申請部数申請部数    下水下水下水下水    ３部提出３部提出３部提出３部提出    
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第１号様式（第２条関係） 

 

                         令和   年  月  日 

 大垣市長 石田 仁 様 

（自署又は押印） 

                     住 所 大垣市丸の内２丁目２９番地 

氏 名 大垣市長 石田 仁  ㊞   

                     電 話 （0584）81－4111（内 2592） 

代理人連絡先 大垣市○○町○丁目○○番地 

(株) ○○○○ 

                         （○○○○）○○－○○○○ 

 

法定外公共物敷地（水面）占使用許可申請書 

 

 次のとおり許可を受けたいので、大垣市法定外公共物管理条例第４条第１項第１号 

アの規定により申請します。 

 

１ 土地の区分   ア 認定外道路等    イ 普通河川等 

 

２ 場所      大垣市  ○○  町 ○ 丁目  ○○  番地先 

 

３ 占(使)用の期間  令和○年○○月○○日から 

                令和○年○○月○○日まで（５年間） 

４ 占(使)用の目的   下水道取付管布設 

 

５ 占(使)用の方法   例：普通河川等の場合 → 水路下越し 

             例：認定外道路等の場合 → 地中埋設 

６ 占(使)用の数量   ○○．○㎡ 

            ○○．○ (m) 

                 内訳  長さ   ○○．○ｍ 

幅(間口) ○○．○ｍ 

７ 工事の期間  令和○年○○月○○日から 

令和○年○○月○○日まで 

申請部数申請部数申請部数申請部数    下水下水下水下水    3333部提出部提出部提出部提出    

記記記記    入入入入    例例例例        

占用場所に応じて○を付けてください 

添付書類 

・位置図・平面図・横断図 

・断面図・公図（写） 

・土地利用計画図・現況写真 
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第 １ 号 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

自費施工承認申請書  

  年   月   日  

大垣市長  石 田  仁 様 

               申 請 者  住  所  

                   氏  名           ○印  

                   連 絡 先  

※自署による場合は押印を省略できます。 

               連 絡 先  

                   

                   

 

大 垣 市 下 水 道 施 設 引 渡 し 取 扱 要 綱 に 基 づ き 自 費 施 工 承 認 を 次 の と お り  

申 請 し ま す 。  

工 事 の 場 所 大 垣 市  〇 〇  町   〇  丁 目  ○ ○  番 地 先  

工 事 の 目 的   下 水 道 取 付 管 布 設  

土 地 利 用 形 態    一 般 住 宅  

工 事 の 期 間 承 認 の 日 か ら  令 和  〇  年  〇  月  〇 〇  日 ま で  

使用開始予定日 令 和  〇  年  〇  月  〇 〇  日 か ら  

添 付 書 類 

□  位 置 図    □  平 面 図   □  縦 断 面 図  □  構 造 図  

□  構 造 計 算 書  □  現 況 写 真  □  土 地 利 用 計 画 図  

□  公 図 写 し   □  埋 設 承 諾 書  

□  各 種 権 利 関 係 図 書 （          ）  

□   そ の 他 （           ）  

工 事 施 工 者 

所 在 地： 大 垣 市 ○ ○ 町 〇 丁 目 ○ ○ 番 地  

会 社 名：（ 株 ） ○  ○  ○  ○  

代 表 者 名： 代 表 取 締 役  ○ ○  ○ ○  

連 絡 先： 0000 -00 -00 00     担 当 者： ○ ○  ○ ○  

申 請 施 設 

 

取 付 管  VUφ 100 L=〇 .〇 ｍ  

 

受 付 印  承    認    印  

   年   月   日  申 請 を 承 認 し ま す 。  

         （   下 水 第      号 ）  

  大 垣 市 長             □印  

承 認 の 条 件      

正 副  

工 事 の 目 的 の 記 入 例  

土 地 利 用 形 態 の 記 入 例  

添 付 書 類  必 要 箇 所 に ✓ を い れ る 。  

正 及 び 副 で   

２ 部 提 出 す る 。 

施 主 を 記 入  

工 事 施 工 者 を 記 入  

記記記記     入入入入     例例例例         
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別記様式（第６条関係）  

 

公共下水道取付管位置の報告   N0．    

    設置位置の地番 

                                 

    設置者 

     住 所 

     氏 名                     ㊞  (注) 

     下水道取付管を設置しましたので、報告します。 

    施工業者 

     現場代理人                   ㊞  (注) 

設置者の承諾に基づき施工しました。 

                         年  月  日 

    大垣市水道部下水道課長 行 

 

                                 方位 

    M                      M   ｍ 

○                      ○ 

                           

（注）自署の場合は押印不要 

 

 添付書類  

・位置図（住宅地図など設置場所がわかるもの） 

・設置完了写真（注：必要に応じて施工状況写真を添付すること） 

 

 

 

 

 

 

写 真 
 

 

（管種、管径、土被り、延長、本管接続状況がわかるもの） 
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取付管位置の報告書　（記入例）取付管位置の報告書　（記入例）取付管位置の報告書　（記入例）取付管位置の報告書　（記入例）

「排水設備設置義務者保管」と 図面及びアクセスデータ対象番号
間違えないよう注意する。 （平面図及びアクセスデータに付した番号を記入）

必ず本人に記入して
もらうこと。
（代筆は不可）

押印について
自署の場合は押印不要です。

土地と取付管との位置関係

矢印とＮ（方位）を記入する。
（左が下流なので注意）

道路幅を記入

マンホール番号
取付管
左が下流となっているので、取付管の記入には
左右の間違いがないように注意する。
路面からの深さを記入する。

下流及び上流マンホールからの距離を記入

令和○○年 ○月○○日

（注）自署の場合は押印不要

(注)

(注)
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要 ・否 名　　　称 様　式 添 付 書 類 下水道法令 備　　考

要 公共下水道使用開始（変更）届 第４号 法第１１条の2第１項 政令の量又は水質

要 公共下水道使用開始届 第５号 法第１１条の2第２項
政令の量又は水質
を除く

要 特定施設設置届出書 第６号 別紙１～６、配置図等 法第１2条の3第１項 60日前に提出

否 特定施設使用届出書 第７号 別紙１～６、配置図等 法第１2条の3第2，3項 30日前に提出

要 特定施設の構造等変更届出書 第８号 別紙１～６、配置図等 法第１2条の4 60日前に提出

要 氏名変更等届出書 第１０号 法第１2条の7 変更の都度

要 特定施設使用廃止届出書 第１１号 法第１2条の7 廃止する際

要 承継届出書 第１２号 法第１2条の8第３項 承継する際

要 実施制限期間短縮申請書 法第１2条の6第２項 短縮する際

要 除害施設計画確認届 第７号 位置図、計算書、設計図 市条例第15条

否 除害施設設置済確認届 位置図、計算書、施設図 市条例第15条に準拠

要 除害施設工事完了届 第８号 市条例第16条

要 水質測定報告書 第９号 別紙（計算証明書） 市規則第9条 政令の量又は水質

否 水質測定記録表 第１３号 法第12条の11 測定義務のみ

備　　　考

１．新たに特定施設を設置する場合

大垣市水道部下水道課

届出書類一覧表（１）

　　　　・　「法」は、下水道法とする。

　　　　・　「除害施設」は、下水による障害を除去するために必要な施設とする（法第12条１項抜粋）。

　　　　・　「政令の量又は水質」は、最も多量の汚水を排除する１日における汚水の量五十立方メートル以

　　　　　上又は基準に定める水質（別紙２）に適合しない水質とする(法施行令第8条の2第1項抜粋）。

　　　　・　「市条例」は、大垣市下水道条例とする。

　　　　・　「市規則」は、大垣市下水道条例施行規則とする。

　　　　・　「特定施設」は、継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法第２条

　　　　　第２項に規定する特定施設（別紙１）とする（法第11条の２第２項抜粋）。
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要 ・否 名　　　称 様　式 添 付 書 類 下水道法令 備　　考

要 公共下水道使用開始（変更）届 第４号 法第１１条の2第１項 政令の量又は水質

要 公共下水道使用開始届 第５号 法第１１条の2第２項
政令の量又は水質
を除く

否 特定施設設置届出書 第６号 別紙１～６、配置図等 法第１2条の3第１項 60日前に提出

要 特定施設使用届出書 第７号 別紙１～６、配置図等 法第１2条の3第2，3項 30日前に提出

要 特定施設の構造等変更届出書 第８号 別紙１～６、配置図等 法第１2条の4 60日前に提出

要 氏名変更等届出書 第１０号 法第１2条の7 変更の都度

要 特定施設使用廃止届出書 第１１号 法第１2条の7 廃止する際

要 承継届出書 第１２号 法第１2条の8第３項 承継する際

要 実施制限期間短縮申請書 法第１2条の6第２項 短縮する際

否 除害施設計画確認届 第７号 位置図、計算書、設計図 市条例第15条

要 除害施設設置済確認届 位置図、計算書、施設図 市条例第15条に準拠

否 除害施設工事完了届 第８号 市条例第16条

要 水質測定報告書 第９号 別紙（計算証明書） 市規則第9条 政令の量又は水質

否 水質測定記録表 第１３号 法第12条の11 測定義務のみ

備　　　考

届出書類一覧表（２）

大垣市水道部下水道課

２．以前から特定施設を設置していて新たに下水道を使用する場合

　　　　・　「法」は、下水道法とする。

　　　　・　「除害施設」は、下水による障害を除去するために必要な施設とする（法第12条１項抜粋）。

　　　　・　「政令の量又は水質」は、最も多量の汚水を排除する１日における汚水の量五十立方メートル以

　　　　　上又は基準に定める水質（別紙２）に適合しない水質とする(法施行令第8条の2第1項抜粋）。

　　　　・　「市条例」は、大垣市下水道条例とする。

　　　　・　「市規則」は、大垣市下水道条例施行規則とする。

　　　　・　「特定施設」は、継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法第２条

　　　　　第２項に規定する特定施設（別紙１）とする（法第11条の２第２項抜粋）。
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要 ・否 名　　　称 様　式 添 付 書 類 下水道法令 備　　考

要 公共下水道使用開始（変更）届 第４号 法第１１条の2第１項 政令の量又は水質

要 公共下水道使用開始届 第５号 法第１１条の2第２項
政令の量又は水質
を除く

要 特定施設設置届出書 第６号 別紙１～６、配置図等 法第１2条の3第１項 60日前に提出

否 特定施設使用届出書 第７号 別紙１～６、配置図等 法第１2条の3第2，3項 30日前に提出

要 特定施設の構造等変更届出書 第８号 別紙１～６、配置図等 法第１2条の4 60日前に提出

要 氏名変更等届出書 第１０号 法第１2条の7 変更の都度

要 特定施設使用廃止届出書 第１１号 法第１2条の7 廃止する際

要 承継届出書 第１２号 法第１2条の8第３項 承継する際

要 実施制限期間短縮申請書 法第１2条の6第２項 短縮する際

要 除害施設計画確認届 第７号 位置図、計算書、設計図 市条例第15条

否 除害施設設置済確認届 位置図、計算書、施設図 市条例第15条に準拠

要 除害施設工事完了届 第８号 市条例第16条

要 水質測定報告書 第９号 別紙（計算証明書） 市規則第9条 政令の量又は水質

否 水質測定記録表 第１３号 法第12条の11 測定義務のみ

備　　　考

届出書類一覧表（３）

大垣市水道部下水道課

３．特定施設が設置されていない工場又は事業場に新たに除害施設を設置する場合

　　　　・　「法」は、下水道法とする。

　　　　・　「除害施設」は、下水による障害を除去するために必要な施設とする（法第12条１項抜粋）。

　　　　・　「政令の量又は水質」は、最も多量の汚水を排除する１日における汚水の量五十立方メートル以

　　　　　上又は基準に定める水質（別紙２）に適合しない水質とする(法施行令第8条の2第1項抜粋）。

　　　　・　「市条例」は、大垣市下水道条例とする。

　　　　・　「市規則」は、大垣市下水道条例施行規則とする。

　　　　・　「特定施設」は、継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法第２条

　　　　　第２項に規定する特定施設（別紙１）とする（法第11条の２第２項抜粋）。
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要 ・否 名　　　称 様　式 添 付 書 類 下水道法令 備　　考

否 公共下水道使用開始（変更）届 第４号 法第１１条の2第１項 政令の量又は水質

否 公共下水道使用開始届 第５号 法第１１条の2第２項
政令の量又は水質
を除く

否 特定施設設置届出書 第６号 別紙１～６、配置図等 法第１2条の3第１項 60日前に提出

否 特定施設使用届出書 第７号 別紙１～６、配置図等 法第１2条の3第2，3項 30日前に提出

否 特定施設の構造等変更届出書 第８号 別紙１～６、配置図等 法第１2条の4 60日前に提出

否 氏名変更等届出書 第１０号 法第１2条の7 変更の都度

否 特定施設使用廃止届出書 第１１号 法第１2条の7 廃止する際

否 承継届出書 第１２号 法第１2条の8第３項 承継する際

否 実施制限期間短縮申請書 法第１2条の6第２項 短縮する際

否 除害施設計画確認届 第７号 位置図、計算書、設計図 市条例第15条

要 除害施設設置済確認届 位置図、計算書、施設図 市条例第15条に準拠

否 除害施設工事完了届 第８号 市条例第16条

否 水質測定報告書 第９号 別紙（計算証明書） 市規則第9条 政令の量又は水質

否 水質測定記録表 第１３号 法第12条の11 測定義務のみ

備　　　考

届出書類一覧表（４）

大垣市水道部下水道課

４．特定施設が設置されていない工場又は事業場に以前から除害施設を設置していて新たに下水道を使用する場合

　　　　・　「法」は、下水道法とする。

　　　　・　「除害施設」は、下水による障害を除去するために必要な施設とする（法第12条１項抜粋）。

　　　　・　「政令の量又は水質」は、最も多量の汚水を排除する１日における汚水の量五十立方メートル以

　　　　　上又は基準に定める水質（別紙２）に適合しない水質とする(法施行令第8条の2第1項抜粋）。

　　　　・　「市条例」は、大垣市下水道条例とする。

　　　　・　「市規則」は、大垣市下水道条例施行規則とする。

　　　　・　「特定施設」は、継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法第２条

　　　　　第２項に規定する特定施設（別紙１）とする（法第11条の２第２項抜粋）。
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下 水 道  第 ７ 号 様 式 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

 

除 害 施 設 計 画 確 認 届除 害 施 設 計 画 確 認 届除 害 施 設 計 画 確 認 届除 害 施 設 計 画 確 認 届                                                                                                                        

 

  年   月   日  

 

大 垣 市 長大 垣 市 長大 垣 市 長大 垣 市 長         様  

 

 

               住 所  

           届 出 人届 出 人届 出 人届 出 人  商 号 又 は 名 称  

               代 表 者 氏 名               印  

 

(法人の場合または本人が自署しない場合のみ、押印が必要です) 

 

  除 害 施 設 の （ 新 設 ・ 改 造 ・ 修 繕 ・ 撤 去 ） を 行 い た い の で 、 大 垣 市 下 水 道 条 例  

 第 １ ５ 条 の 規 定 に 基 づ き 確 認 く だ さ る よ う お 届 け し ま す 。  

 

設 置 場 所  大 垣 市     町     丁 目      番 地  

事 業 所 名 
 

 

業 種 名 
 

 

 

管 理 責 任 者 

 

 

 

                Ｔ Ｅ Ｌ  

設 計 者 

住 所 ・ 氏 名 

 

 

                Ｔ Ｅ Ｌ  

工 事 施 工 者 

住 所 ・ 氏 名 

 

 

                Ｔ Ｅ Ｌ  

設 計 書 
 

 別 紙  

工 事 着 工 予 定 
 

    年  月  日 

 

工 事 完 成 予 定 

 

    年   月   日  

使 用 開 始 予 定 
 

    年  月  日 
事 業 及 び 排 水 

内容 
別  紙 

受 付 年 月 日 
 

      年   月   日 確 認 年 月 日 
 

    年   月   日  

確 認 番 号 
 

 確 認 者 職 氏 名 
 

 

 

該 当 内 容 に ○ を 記 入  

申 請 部 数申 請 部 数申 請 部 数申 請 部 数     2222部部部部 提 出提 出提 出提 出     

添 付 書 類  

・ 位 置 図 ・ 除 害 施 設 配 置 図 ※ 1  

・ 容 量 計 算 書  

・ 仕 様 が わ か る 資 料 （ 図 面 等 ）  

 

※ 1 容 量 計 算 に 面 積 を 用 い る 場 合 は 、  

根 拠 と な る 寸 法 を 記 入 す る  

必 ず 正 確 に 記 入 の こ と  

必 ず 正 確 に 記 入 の こ と  
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除 害 施 設 設 置 済 確 認 届                                 

 

  年   月   日  

 

大 垣 市 長         様  

 

 

               住 所  

           届 出 人  商 号 又 は 名 称  

               代 表 者 氏 名               印  

 

(法人の場合または本人が自署しない場合のみ、押印が必要です) 

 

次 の と お り 除 害 施 設 を 設 置 済 で す の で 、 確 認 く だ さ る よ う お 届 け し ま す 。  

 

設 置 場 所 大 垣 市     町     丁 目      番 地  

事 業 所 名 
 

 

業 種 名 
 

 

 

管 理 責 任 者 

 

 

 

                Ｔ Ｅ Ｌ  

設 計 者 

住 所 ・ 氏 名 

 

 

                Ｔ Ｅ Ｌ  

工 事 施 工 者 

住 所 ・ 氏 名 

 

 

                Ｔ Ｅ Ｌ  

施 設 図 別 紙  

受 付 年 月 日    年   月   日  確 認 年 月 日    年   月   日  

確 認 番 号 
 

  
確 認 者 職 氏 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※※※※ 既 設既 設既 設既 設 のののの 除 害除 害除 害除 害 施 設施 設施 設施 設 がががが 不 明不 明不 明不 明 のののの 場 合場 合場 合場 合 は 、は 、は 、は 、 維 持 管 理維 持 管 理維 持 管 理維 持 管 理 グ ル ー プグ ル ー プグ ル ー プグ ル ー プ へへへへ ごごごご 相 談相 談相 談相 談 くくくく だだだだ さ い 。さ い 。さ い 。さ い 。     

申 請 部 数申 請 部 数申 請 部 数申 請 部 数     2222部部部部 提 出提 出提 出提 出     

添 付 書 類  

・ 位 置 図 ・ 除 害 施 設 配 置 図 ※ 1  

・ 容 量 計 算 書  

・ 仕 様 が わ か る 資 料 （ 図 面 等 ）  

 

※ 1 容 量 計 算 に 面 積 を 用 い る 場 合 は 、  

根 拠 と な る 寸 法 を 記 入 す る  

既 設 の 除 害 施 設 が あ る 場 合 に 使 用  

必 ず 正 確 に 記 入 の こ と  

必 ず 正 確 に 記 入 の こ と  
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下 水 道  第 ８ 号 様 式 （ 第 ８ 条 関 係 ）  

 

 

除 害 施 設 工 事 完 了 届除 害 施 設 工 事 完 了 届除 害 施 設 工 事 完 了 届除 害 施 設 工 事 完 了 届                                                                                                                        

 

  年   月   日  

 

大 垣 市 長大 垣 市 長大 垣 市 長大 垣 市 長         様  

 

 

               住 所  

           届 出 人届 出 人届 出 人届 出 人  商 号 又 は 名 称  

               代 表 者 氏 名               印    

 

(法人の場合または本人が自署しない場合のみ、押印が必要です) 

 

さ き に 確 認 を 受 け ま し た 除 害 施 設 工 事 が 完 了 し た の で 、 お 届 け し ま す 。   

 

 

確 認 番 号 

 

 

 第       号  

 

 

 確 認 年 月 日  

 

 

     年   月   日  

 

 

設 置 場 所 

 

 

 大 垣 市     町     丁 目     番 地  

 

 

施 工 者 

 

 

 

 

 

着 工 年 月 日 

 

 

    年   月   日  

 

 

 完 了 年 月 日   

 

 

    年   月   日  

 

 

管 理 責 任 者 

 

 

 

 

                Ｔ Ｅ Ｌ  

 

 

申 請 部 数申 請 部 数申 請 部 数申 請 部 数     １１１１ 部部部部 提 出提 出提 出提 出     

必 ず 正 確 に 記 入 の こ と  

必 ず 正 確 に 記 入 の こ と  
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大
　

垣
　

市
　

水
　

道
　

部

給
・

排
水

設
備

計
画

確
認

済
証

確
認

年
月

日

工
事

場
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施
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T
E
L
　

施
　

　
工

大
垣
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指

定
給

水
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置
工

事
事

業
者
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水

道
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水
設

備
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定
工

事
店

・ ・・・
『 『『『

給
・

排
水

設
備

計
画

申
込

書
給

・
排

水
設
備

計
画

申
込

書
給

・
排

水
設
備

計
画

申
込

書
給

・
排

水
設
備

計
画

申
込

書
』 』』』
お
よ
び

お
よ
び

お
よ
び

お
よ
び

『 『『『
給
・
排

水
工
事
原
簿

給
・
排

水
工
事
原
簿

給
・
排

水
工
事
原
簿

給
・
排

水
工
事
原
簿

』 』』』
の
内

容
を

の
内

容
を

の
内

容
を

の
内

容
を

審
査

し
、

適
当

と
認

め
た

場
合
は

、
審
査

し
、

適
当

と
認

め
た

場
合
は

、
審
査

し
、

適
当

と
認

め
た

場
合
は

、
審
査

し
、

適
当

と
認

め
た

場
合
は

、
『 『『『

給
・
排
水

設
備
計
画
確
認
済
証

給
・
排
水

設
備
計
画
確
認
済
証

給
・
排
水

設
備
計
画
確
認
済
証

給
・
排
水

設
備
計
画
確
認
済
証

』 』』』
を
交
付

を
交
付

を
交
付

を
交
付

し
ま

す
。

し
ま

す
。

し
ま

す
。

し
ま

す
。

・
給
・

排
水

設
備

計
画

確
認

済
証
は

、
メ
ー
ル

・
給
・

排
水

設
備

計
画

確
認

済
証
は

、
メ
ー
ル

・
給
・

排
水

設
備

計
画

確
認

済
証
は

、
メ
ー
ル

・
給
・

排
水

設
備

計
画

確
認

済
証
は

、
メ
ー
ル

ま
た
は

ま
た
は

ま
た
は

ま
た
は

窓
口

窓
口

窓
口

窓
口

に
て
お
渡

し
し
ま
す
。

に
て
お
渡

し
し
ま
す
。

に
て
お
渡

し
し
ま
す
。

に
て
お
渡

し
し
ま
す
。

・
給
・

排
水

設
備

計
画

確
認

済
証
が

発
行
さ
れ
て
か

ら
、
工
事
着
手
し
て

く
だ
さ
い
。

・
給
・

排
水

設
備

計
画

確
認

済
証
が

発
行
さ
れ
て
か

ら
、
工
事
着
手
し
て

く
だ
さ
い
。

・
給
・

排
水

設
備

計
画

確
認

済
証
が

発
行
さ
れ
て
か

ら
、
工
事
着
手
し
て

く
だ
さ
い
。

・
給
・

排
水

設
備

計
画

確
認

済
証
が

発
行
さ
れ
て
か

ら
、
工
事
着
手
し
て

く
だ
さ
い
。

・
給
・

排
水

設
備

計
画

確
認

済
証
は

、
必
ず
施
工
現

場
の
見
や
す
い
場
所

に
掲
示
し
て

・
給
・

排
水

設
備

計
画

確
認

済
証
は

、
必
ず
施
工
現

場
の
見
や
す
い
場
所

に
掲
示
し
て

・
給
・

排
水

設
備

計
画

確
認

済
証
は

、
必
ず
施
工
現

場
の
見
や
す
い
場
所

に
掲
示
し
て

・
給
・

排
水

設
備

計
画

確
認

済
証
は

、
必
ず
施
工
現

場
の
見
や
す
い
場
所

に
掲
示
し
て

く
だ

さ
い

。
く
だ

さ
い

。
く
だ

さ
い

。
く
だ

さ
い

。
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年 月 日

住所 大垣市 町 丁目 番地

届出人

氏名

指定工事（店）業者名

大垣市長 様石 田　 仁

上 記 の と お り 給 ・ 排 水 設 備 工 事 が 完 了 し た の で 、 お 届 け し ま す 。

排水

給水

洋
風

洗
濯

散
水

手
洗

床
排

大
便

小
便

兼
用

日
年 月 日

工 種 新 設 改 造 修 繕 撤 去

工

事

箇

所

区分
炊
事

洗
面

湯
殿

工 事 完 了
年 月

設 置 者 名

ふ り が な

使 用 者 氏 名

号

工 事 施 工 場 所 大垣市 町 丁目 番地

日 受 付 番 号 第 －

上水道　　第８号様式　（第 13条関係）

下水道　　第４号様式　（第　３条関係）

農集排　　第４号様式　（第　６条関係）

給給給給 ・・・・ 排排排排 水水水水 設設設設 備備備備 工工工工 事事事事 完完完完 了了了了 届届届届

受 付 年 月 日 年 月

記入しない 記入しない

必ず正確に記入のこと

5653
タイプライタ
32



令和　　年　　月　　日

大 垣 市 長 　石 田　仁　大 垣 市 長 　石 田　仁　大 垣 市 長 　石 田　仁　大 垣 市 長 　石 田　仁　様様様様

住　所

　下記のとおり自社検査をしましたのでお届けします 業者名 ㊞

　 電　話

確確確確 認認認認 番番番番 号号号号

使使使使 用用用用 者者者者 氏氏氏氏 名名名名

排排排排 水水水水 切切切切 替替替替

※ 路路路路 面面面面 復復復復 旧旧旧旧 種種種種 別別別別

※公道分掘削の場合のみ記入

業者業者業者業者
確認確認確認確認

職員職員職員職員
確認確認確認確認

指示または指示指示または指示指示または指示指示または指示
に対する処置に対する処置に対する処置に対する処置

※検査不要項目は ／ で削除すること。※検査不要項目は ／ で削除すること。※検査不要項目は ／ で削除すること。※検査不要項目は ／ で削除すること。

自社検査日自社検査日自社検査日自社検査日 令和　　年　　月　　日令和　　年　　月　　日令和　　年　　月　　日令和　　年　　月　　日 主任技術者主任技術者主任技術者主任技術者 　

市検査日市検査日市検査日市検査日 令和　　年　　月　　日令和　　年　　月　　日令和　　年　　月　　日令和　　年　　月　　日 市検査員市検査員市検査員市検査員 　

関関関関
係係係係
書書書書
類類類類
のののの
確確確確
認認認認

給給給給 ・・・・ 排排排排 水水水水 工工工工 事事事事 完完完完 了了了了 届届届届 提出されていること

最最最最 終終終終 清清清清 掃掃掃掃 記記記記 録録録録 表表表表 確確確確 認認認認 最終清掃日(　月　日)を確認する（原簿に記入する）

最最最最 終終終終 汲汲汲汲 取取取取 りりりり 完完完完 了了了了 確確確確 認認認認 最終汲取日(　月　日)を確認する（原簿に記入する）

道道道道 路路路路 占占占占 用用用用 工工工工 事事事事 完完完完 成成成成 届届届届 提出されていること

路路路路 面面面面 復復復復 旧旧旧旧 宅宅宅宅 地地地地 内内内内 復旧の方法等の了解がなされていること

路路路路 面面面面 復復復復 旧旧旧旧 道道道道 路路路路
原形復旧がなされていること
原因者復旧の処置、届出等が適切であること

井井井井 水水水水 ﾒﾒﾒﾒ ｰーーー ﾀﾀﾀﾀ ｰーーー 及及及及 びびびび 減減減減 水水水水 ﾒﾒﾒﾒ ｰーーー ﾀﾀﾀﾀ ｰーーー 適切な位置に取付し、「実施報告書」が提出済であること

除除除除 害害害害 施施施施 設設設設 届出書類の形状・構造及び寸法であること。容量(B  　　×W　　   ×H　　

雨雨雨雨 水水水水 等等等等 のののの 分分分分 離離離離
雨水・清水等が排水管に流入しないこと
既設管利用の場合、特に分離の確認ができていること

地地地地 下下下下 水水水水 のののの 浸浸浸浸 入入入入
地下水が排水管に流入しないこと
既設管利用の場合、特に分離の確認ができていること

土砂の堆積、モルタルの付着、たわみ、つぶれ等がないこと

通通通通 気気気気 口口口口
開口位置が適切で堅固に据付けてあること
雑排水系・し尿系　設置してあること

器器器器 具具具具 のののの 取取取取 付付付付 適切な位置に取付けされている

器器器器 具具具具 トトトト ララララ ッッッッ ププププ のののの 接接接接 続続続続 排水管との接続が適切にされている

トトトト ララララ ッッッッ ププププ 桝桝桝桝
適切な位置、大きさ、構造であること
日常の管理・清掃がし易いこと

掃掃掃掃 除除除除 口口口口
適切な位置、大きさ、構造であること
清掃に支障がないこと

排排排排

水水水水

管管管管

経経経経 路路路路 他人の土地に設置されている場合、承諾が得られていること

管管管管 径径径径 ・・・・ 勾勾勾勾 配配配配 各設備の最低管径及び排水勾配が確保されていること

内内内内 部部部部

排排排排 水水水水 工工工工 事事事事

検検検検 査査査査 項項項項 目目目目 検　　　査　　　の　　　内　　　容検　　　査　　　の　　　内　　　容検　　　査　　　の　　　内　　　容検　　　査　　　の　　　内　　　容

給給給給・・・・排排排排水水水水工工工工事事事事原原原原簿簿簿簿ととととのののの照照照照合合合合 給・排水工事原簿と照合し、違いがないこと

取取取取 付付付付 桝桝桝桝 適切な位置、大きさ、構造であること

井井井井 水水水水 のののの 有有有有 無無無無 併用・井水のみ・上水のみ 浄化槽切替・汲取切替・新築・他

道道道道 路路路路 施施施施 工工工工 日日日日 令 和 年 月 日 AS（市、原因者）・TA・その他（　　）

申申申申 込込込込 者者者者 氏氏氏氏 名名名名

完完完完 成成成成 年年年年 月月月月 日日日日 令 和 年 月 日

排　水　設　備　工　事排　水　設　備　工　事排　水　設　備　工　事排　水　設　備　工　事
自　社　完　成　検　査自　社　完　成　検　査自　社　完　成　検　査自　社　完　成　検　査

確確確確 認認認認 年年年年 月月月月 日日日日 令 和 年 月 日 令和 年度 第 － 号

使使使使 用用用用 場場場場 所所所所 大垣市　      　　  町　　　 　丁目　　 　　番地　　　　　号　　　

必ず記入すること

業者確認欄

必要項目○ 記入

不必要 ／ 記入

必ず記入すること

必ず記入すること

該当する工事は必ず記入

押印は必要です
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※
※

※

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

か
ら

ま
で

注
１
　
：
　
※
印
欄
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。

※
検
　
査
　
員

・

注
２
　
：
　
検
査
前
日
ま
で
に
提
出
し
て
下
さ
い
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
可
　
0
5
8
4
-
8
1
-
0
9
8
1
）
。

な
お
、
右
上
欄
の
水
道
課
・
下
水
道
課
の
い
ず
れ
か
に
必
ず
○
を
つ
け
て
下
さ
い
。

件
未
収

※
計

件
領
収

未
収

　
：
　
：
　
：
　
：

６

領
収

　
：
　
：
　
：
　
：

未
収

　
：
　
：
　
：
　
：

７

領
収

　
：
　
：
　
：
　
：

未
収

　
：
　
：
　
：
　
：

４

領
収

　
：
　
：
　
：
　
：

未
収

　
：
　
：
　
：
　
：

５

領
収

　
：
　
：
　
：
　
：

未
収

　
：
　
：
　
：
　
：

２

領
収

　
：
　
：
　
：
　
：

未
収

　
：
　
：
　
：
　
：

３

領
収

　
：
　
：
　
：
　
：

未
収

集
合
場
所

現
場
・
市
役
所

　
：
　
：
　
：
　
：

１
　
い
ず
れ
か
に
○
を
つ
け
て
下
さ
い
。

領
収

　
：
　
：
　
：
　
：

上
水
道
手
数
料
下
水
道
手
数
料

合
計

備
考

申
込
者
氏
名

領
収

申
込

者
住

所
（
円
）

（
円
）

（
円
）

番 号

使
用
者
氏
名

設
置

場
所

未
収

検
査
予
定
時
間

使
用

者
住

所

指
定
店
番
号

給 給給給
・ ・・・
排 排排排

水 水水水
設 設設設

備 備備備
工 工工工

事 事事事
検 検検検

査 査査査
表 表表表

水
道
課
・
下
水
道
課

施
工
業
者

検
査
立
会
者

検
査
年
月
日
令
和

年
月

日

必
ず
記
入
す
る
こ
と

有
資
格
者
の
氏
名
を
記
入

ど
ち
ら
か
に
○
を
つ
け
る

・
工
事
完
了
後
は
、
速
や
か
に
市
の
工
事
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

・
工
事
検
査
前
日
ま
で
に
、
必
ず
自
社
検
査
を
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

・
新
築
物
件
は
引
渡
し
・
入
居
前
に
工
事
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

・
検
査
の
日
程
に
つ
い
て
は
、
施
主
の
予
定
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

。 ・
検
査
日
の
決
定
は
、
事
前
に
下
水
道
課
排
水
設
備
グ
ル
ー
プ
と
日
程
調
整

を
行
い
検
査
予
約
を
し
て
か
ら
、
給
・
排
水
設
備
工
事
検
査
表
を
市
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

・
検
査
前
日
に
施
主
へ
の
検
査
予
定
時
刻
の
再
確
認
と
、
検
査
に
よ
る
敷
地

内
へ
の
立
ち
入
り
に
つ
い
て
承
諾
を
得
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

・
工
事
原
簿
ご
と
に
使
用
者
氏
名
・
設
置
場
所
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
分
譲
住
宅
な
ど
１
箇
所
で
複
数
の
工
事
検
査
を
実
施
す
る
場
合
で
も
、

１
件
づ
つ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
公
道
分
・
仮
設
分
の
工
事
原
簿
が
あ
る
場
合
も
忘
れ
ず
工
事
検
査
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

・
工
事
期
間
中
の
仮
設
ト
イ
レ
を
設
置
し
た
場
合
は
、
工
事
が
完
了
し
た

ら
速
や
か
に
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

・
備
考
欄
に
は
、
確
認
済
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
確
認
番
号
を
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。

・
提
出
方
法
（
検
査
前
日
ま
で
に
）

➀
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
提
出
（
0
5
8
4
-
8
1
-
0
98
1
）

➁
メ
ー
ル
に
て
提
出

・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ge
su
id
o
u
ka
@
c
it
y.
o
ga
ki
.lg
.jp

・
メ
ー
ル
タ
イ
ト
ル
工
事
検
査
表
（
業
者
名
）
〇
月
〇
日
分

（
例
）
工
事
検
査
表
（
㈱
水
都
設
備
）
8
月
3
1
日
分

5653
タイプライタ
34



5653
タイプライタ
35



5653
タイプライタ
36



①
公

共
施

設
管

理
予

定
者

と
の

協
議

申
請

書
（
都

市
計

画
法

第
3
2
条

第
2
項

の
協

議
）

道
路

占
用

許
可

申
請

書
３

部
②

公
共

施
設

管
理

予
定

者
と

の
協

議
経

過
書

（
都

市
計

画
法

第
3
2
条

第
2
項

の
協

議
）

＊
公

共
施

設
管

理
予

定
者

と
の

協
議

経
過

書
③

公
共

施
設

管
理

者
の

同
意

申
請

書
を

も
っ

て
、

自
費

工
事

承
認

申
請

に
代

え
る

（
都

市
計

画
法

第
3
2
条

第
1
項

の
同

意
）

こ
と

が
で

き
る

。
④

公
共

施
設

管
理

者
の

同
意

書
（
市

に
て

発
行

）
⑤

位
置

図
（
ｾ

ﾞﾝ
ﾘ
ﾝ
等

場
所

が
わ

か
る

地
図

）
⑥

公
図

写
し

⑦
現

況
図

（
平

面
図

/
断

面
図

）
（
注

１
）

構
造

物
が

大
垣

市
に

帰
属

さ
れ

る
場

合
⑧

土
地

利
用

計
画

図
（
平

面
図

/
断

面
図

）
既

設
管

利
用

の
み

の
場

合
は

不
要

⑨
排

水
計

画
図

（
平

面
図

/
縦

断
面

図
）

⑩
標

準
構

造
図

（
注

２
）

（
注

２
）

参
考

ま
で

に
下

水
道

課
H

P
よ

り
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
⑪

現
況

写
真

⑫
地

元
自

治
会

へ
の

報
告

の
写

し
（
注

３
）

（
注

３
）

開
発

行
為

通
知

報
告

書
の

写
し

で
可

⑬
そ

の
他

市
長

が
必

要
と

認
め

る
書

類

①
公

共
施

設
引

渡
書

本
検

査
（
下

水
道

課
）

下
水

道
施

設
の

②
引

渡
検

査
願

引
渡

し
の

受
理

書
の

発
行

③
完

成
写

真
④

工
事

写
真

⑤
出

来
形

図
（
平

面
図

/
縦

断
図

）
各

２
部

⑥
取

付
管

位
置

報
告

書
⑦

台
帳

デ
ー

タ
⑧

オ
フ

セ
ッ

ト
図

（
注

１
）

合
　

　
格

（
注

１
）

管
 渠

 工
 事

工
事

書
類

提
出

（
検

査
前

）
引

 渡
 検

 査

【
自

費
工

事
の

手
引

き
】
よ

り
抜

粋

開
　

発
　

行
　

為

（
大

垣
市

施
工

要
領

）
添

付
必

要
書

類
副

本
１

部
を

申
請

者
へ

返
還

申
請

許
可

自
費

工
事

承
認

申
請

窓
　

口
 ・

 相
　

談
都

市
計

画
法

第
3
2
条

に
基

づ
く

協
議

申
請

（
正

本
・
副

本
各

１
部

）
申

請
者

へ
許

可
道

路
占

用
許

可
申

請
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①
自

費
施

工
承

認
申

請
書

②
位

置
図

（
ｾ

ﾞﾝ
ﾘ
ﾝ
等

場
所

が
わ

か
る

地
図

）
道

路
占

用
許

可
申

請
書

３
部

③
公

図
写

し
④

排
水

計
画

図
（
平

面
図

/
縦

断
面

図
）

⑤
標

準
構

造
図

（
注

１
）

⑥
そ

の
他

（
土

地
登

記
簿

謄
本

（
写

し
）
、

道
路

要
件

）

（
注

１
）

参
考

ま
で

に
下

水
道

課
H

P
よ

り
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド

①
公

共
施

設
引

渡
書

本
検

査
（
下

水
道

課
）

下
水

道
施

設
の

②
引

渡
検

査
願

引
渡

し
の

受
理

書
の

発
行

③
完

成
写

真
④

工
事

写
真

⑤
出

来
形

図
（
平

面
図

/
縦

断
図

）
各

２
部

⑥
取

付
管

位
置

報
告

書
⑦

台
帳

デ
ー

タ
⑧

オ
フ

セ
ッ

ト
図

⑨
管

理
承

諾
書

（
私

有
地

に
布

設
す

る
場

合
）引

 渡
 検

 査
位

置
指

定
道

路
の

告
示

位
 置

 指
 定

 道
 路

【
自

費
工

事
の

手
引

き
】
よ

り
抜

粋

（
大

垣
市

施
工

要
領

）
副

本
１

部
を

申
請

者
へ

返
還

合
　

　
格

窓
　

口
 ・

 相
　

談
位

置
指

定
道

路
に

お
け

る
自

費
工

事
申

請
　

（
正

本
・
副

本
各

１
部

）
申

請
許

可

建
築

課

申
請

者
へ

許
可

道
路

占
用

許
可

申
請

管
 渠

 工
 事

工
事

書
類

提
出

（
検

査
前

）
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12月

3月末

支払い

《　不明な点がありましたら、お問い合わせください　》

水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給

　○水洗化支援制度について

 宅内排水設備の工事にかかる費用は、個人負担となります。

 そこで市は、くみ取り便所や浄化槽を下水道へ切り替える排水設備の工事に対し、

 必要な資金の融資をあっせんし、それにかかる利子を交付する制度を設けています。

　　　　令和４年９月１２日修正

融資の対象

・水洗トイレに改造したり、既設の浄化槽を廃止して下水道に

接続する工事、及びそれに伴う排水設備工事をされる方
　※ ただし、事業を営む者、又は家屋の新築に伴う工事を除く

・市税及び下水道受益者負担金・分担金等を滞納していない方

融資の金額 　1戸につき30万円以上、200万円以内（1万円を単位）

融資の利率 　取扱金融機関が定める利率（毎年３月１日現在）

取扱金融機関
　㈱大垣共立銀行　㈱十六銀行　㈱三十三銀行　㈱滋賀銀行

　大垣西濃信用金庫 　岐阜信用金庫　 東海労働金庫

　西美濃農業協同組合

償還期間 　60か月(5年)以内

保証
　取扱金融機関が提携している信用保証会社等の保証制度を利

しますので、原則保証人は不要です

利子補給額 　融資利子の全額

・所得証明書又は源泉徴収票

・指定店の工事見積書

利子補給の時期
　借受人が毎年1月から12月までの間に支払った利子に対して

翌年3月末までに交付

１月

償　　　還　　　期　　　間

　〒503-8601　大垣市丸の内2丁目29番地

　大垣市役所  水道部下水道課普及グループ

　　　　　　　　　　　((0584)47-8714

お申し込みに

必要な書類

　次の書類を添え、工事着工前に下水道課へ申請してください

・水洗便所等改造資金融資あっせん申込書

・納税証明書（市県民税、固定資産税）
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平 成 １ １ 年  ４ 月 作 成 

平 成 １ ２ 年  ８ 月 改 訂 

平 成 １ ３ 年  ８ 月 改 訂 

（一部 平成１３年１０月施行） 

平 成 １ ４ 年  ８ 月 改 訂 

平 成 １ ６ 年  ８ 月 改 訂 

平 成 １ ８ 年    ３ 月 改 訂 

平 成 １ ９ 年    ８ 月 改 訂 

 平 成 ２ ０ 年    ８ 月 改 訂 

平 成 ２ １ 年    ７ 月 改 訂 

平 成 ２ ３ 年   ７ 月 改 訂 

平 成 ２ ５ 年   ７ 月 改 訂 

平 成 ２ ６ 年   ４ 月 改 訂 

平 成 ２ ８ 年   ４ 月 改 訂 

平 成 ２ ８ 年   ８ 月 改 訂 

平 成 ２ ９ 年   ８ 月 改 訂 

令 和 元  年  ８ 月 改 訂 

令 和  ２  年  ４ 月 改 訂 

令 和  ２  年  ８ 月 改 訂 

令 和  ３  年  ４ 月 改 訂 

令 和 ３  年  ８ 月 改 訂 

令 和 ４  年  ８ 月 改 訂 

令 和 ５  年  ８ 月 改 訂 


